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要約 
 本公開草案（ED）は、次の基準書に対する改訂を提案するものである。 

- IFRS 第 1 号「国際財務報告基準の初度適用」 
- IAS 第 1 号「財務諸表の表示」 
- IAS 第 16 号「有形固定資産」 
- IAS 第 32 号「金融資産：表示」 
- IAS 第 34 号「中間財務報告」 

 提案された改訂は、最終化された場合、2013 年 1 月 1 日以後開始する

事業年度から適用され、早期適用が認められる。 
 コメント期間は 2011 年 10 月 21 日に終了する。 

 

 
 

 

はじめに 
2011 年 6 月 22 日に、国際会計基準審議会（IASB）は、5 つの国際財務報告基準書（IFRS）

の提案された改訂を含む、公開草案 ED/2011/2「IFRS の改善（2011 年）」を、一般のコメント

を求めるために公表した。これらの改訂は、緊急ではないが必要である IFRS の改訂のため、

年次改善プロセスのもとで提案されている。 

本提案の発効日は、最終化された場合、2013 年 1 月 1 日以後開始する事業年度であり、早

期適用が認められる。ED に対するコメント期間は、2011 年 10 月 21 日に終了する。 

 
提案された改訂 

基準書 項目 提案された改訂 
提案された発効日

および経過措置 
IFRS 第 1
号   

「 国 際 財

務報告基

準の初度

適用」 

IFRS 第 1 号

の再適用 
企業の直近の年次財務諸表が IFRS へ

の準拠に関する明示的かつ無限定の記

述を含んでいない場合に、当該企業が

直近の年次財務諸表で報告した会計期

間より前の報告期間において IFRS 第 1
号を適用していたとしても、企業は、

IFRS 第 1 号の適用を要求されることを

明確にする。 
 
 
 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。 
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注 ：  本 資 料 は Deloitte の  IFRS Global Office が作 成 し、有 限 責 任 監 査 法 人 トーマツ

が翻 訳 したものです。  
この日 本 語 版 は、読 者 のご理 解 の参 考 までに作 成 したものであり、原 文 については

英 語 版 ニュースレターをご参 照 下 さい。  



基準書 項目 提案された改訂 
提案された発効日

および経過措置 
資 産 化 の 開

始日が IFRS
移行日より前

である適格資

産に関連する

借入費用 

IFRS 移行日より前に従前の GAAP に

従って借入費用を資産化した企業は、

IFRS 移行日の開始財政状態計算書に

おいて、以前に資産化された金額を無

調整で繰り延べることができることを明

確にする。 
また、IFRS 移行日以後に発生した借入

費用は、IFRS 移行日において建設中の

適格資産から発生する借入費用を含

め、IAS 第 23 号「借入費用」に従って表

示されるべきであることを明確にする。 
 
 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。 

IAS 第 1
号 「 財 務

諸表の表

示」 
 

比 較 情 報 に

関する要求の

明確化 

最低限の比較情報の要求を超える期間

について、追加の財務諸表情報は必要

ないことを明確にする。追加の比較情報

が提供される場合、当該情報は IFRS に

従って表示されるべきである。 
企業が会計方針を変更する場合、もしく

は遡及的修正再表示を行うまたは分類

変更する場合について、次のことを明確

にする。 
a) 開始財政状態計算書は、要求される

比較期間の期首として表示されるべき

である 
b）関連する注記は、この開始財政状態 

計算書に付属することは要求されな 
い 
 
 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。 

更新された概

念フレームワ

ークとの一貫

性 

IAS 第 1 号における財務諸表の目的を

「概念フレームワーク」における財務報

告の目的に置き換える。 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。 
 

IAS 第 16
号 「 有 形

固 定 資

産」 

保 守 器 具 の

分類 
保守器具は、1 期以上の会計期間にわ

たって使用される場合、固定資産として

分類され、そうでなければ棚卸資産とし

て分類されるべきであることを明確にす

る。 
 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。 

IAS 第 32
号 「 金 融

商 品 ： 表

示」 

資 本 性 金 融

商 品 の 保 有

者に対する分

配および資本

取 引 の 取 引

費用に係る法

人 所 得 税 上

の取扱い 
 

資本性金融商品の保有者に対する分配

に関連する法人所得税および資本取引

の取引費用に関連する法人所得税は、

IAS 第 12 号「法人所得税」に従って会計

処理されるべきであることを明確にす

る。 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。適用は遡及的

に行われる。 



基準書 項目 提案された改訂 
提案された発効日

および経過措置 
IAS 第 34
号 「 中 間

財 務 報

告」 

中 間 財 務 報

告および総資

産に関するセ

グメント情報 

特定の報告セグメントについての総資産

は、当該金額が最高経営意思決定者に

定期的に提示され、かつ直前の年次財

務諸表に開示された金額からそのセグ

メントについての総資産に重要な変動が

存在した場合にのみ、開示されることを

規定することにより、中間報告のセグメ

ント情報に関連する要求を明確にする。 
 
 

2013 年 1 月 1 日以

後開始する事業年

度から適用され、早

期適用が認められ

る。適用は将来に

向かって行われる。 
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